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１．はじめに

アジア諸国では 1960 年代以降，農業金融を担う機関が設立または再編され，農村部へ

資金が政策的に注入された。だが，機関貸手による農村金融は，高い取引費用・低い資金

回収率等の問題を残した。また非機関貸手（とりわけ搾取的な高利貸し）は相変わらずア

ジアの農村に高い比重で残存している。これに対してべトナムでは，農家世帯への貸付を

行う農業銀行や貧民銀行（貧困世帯向けの低利貸付を担う機関）は，取引費用の削減・高

い資金回収率・高利貸しからの乗り換え等の成功を収めた。

この「成功」の要因について既存の研究では，銀行貸付に際して結成される共同債務グ

ループ，銀行貸付政策を担当する行政村，貸付を仲介する大衆組織，などの役割が指摘さ

れてきたが，いずれも制度の表層的把握に留まり，借入者側からの視点は持ち合わせてい

なかった。本研究では，筆者自身による紅河デルタの実地調査結果を主たる材料に農村金

融に関与するこれらの組織の実態を村落構造との関係に着目して明らかにし，ベトナム農

村金融機関の良好なパフォーマンスを可能にした背景として集落の重要性を指摘する。

２．調査村の村落構造

ナムディン省バックコック村は，首都ハノイからアクセスが悪く（南方約 80kmと距離

的にも遠く，ベトナムの南北を縦断する国道１号線からも外れている)，村内に手工業の

ような非農業の現金収入源がほとんどなく，農地のほとんどが自給用の二期作の水田であ

る。このことから当地は，紅河デルタ地域内でも古くからの村落共同体が今なお存続して

いると考えられる。なお，これまでのベトナムの農村金融に関する実態調査では，いずれ

も行政当局の監視の下で選ばれた農家を標本として調査が行われてきた。そのため金融制

度の達成度を確認するには好都合だが，公式資料では窺えない大衆組織や共同債務グルー

プの問題点（とくに借入者側からの認識）の洗い出しはできなかった。よって筆者は，重

点調査集落で過去に銀行から貸付を受けたすべての農家について調査を行った｡
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本稿の詳細については，農林水産政策研究第６号『ベトナム農村金融における集落の役割』（平成 16 年 3 月）を参

照されたい。
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第１図は，調査村の村落構成と各種組織を図示したものである。タインロイ社（行政村）

内に三つの合作社（農協）が存在し，その一つがバックコック村（行政村ではなくランと

呼ばれる自然村）を中核にして結成されたコックタイン合作社である。なお，ソムと呼ば

れる集落は，地方行政の末端を担うとともに，あらゆる組織の基本単位となっている。合

作社生産隊長としてのソム長は，農民に作付の指導や種籾の配布を行い，合作社基金（組

合費）を徴収して合作社に納め，土地台帳の管理も行う。また，ソム長は行政の下請けと

して土地使用税の徴収代行や戸籍の管理を行う。集落民の冠婚葬祭や衛生管理などの日常

生活に関わることも，ソム長の指導の下でソム単位で行われる。集落民の間でもめ事が起

きた場合にはソム長が仲裁するが，それでも解決しない場合は農業経営の面では合作社に，

それ以外の面では社（行政村）に仲裁を願い出る。ソムの会議は，生産隊の定期大会とし

て年 2 回コメの収穫期に開かれ，またその他必要に応じて不定期に会議が開かれる。後者

は，生産隊としての会議，行政の下請け機関としての会議，集落民の日常生活に関わる会

議のそれぞれが明確に分離されているわけではない。
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祭礼の単位 

社（行政村） 行政の下請け 

祖国戦線各会 祖国戦線各支会 

共産党支部 共産党支部 

合作社（農協） 生　産　隊 

 

　ソム（xom） 

・Ａ［170世帯］ 

・Ｂ［158世帯］ 

・Ｃ［152世帯］ 

・アップフー［134世帯］ 

・チャイノイ［135世帯］ 

・ズォンライチョン［150世帯］ 

 

・ズォンライゴアイ［151世帯］ 

 

・フーコック 

　ラン（Lang） 

 

・バックコック 

　［749世帯］ 

 
・ズォンライ 

　［301世帯］ 
 

 

・フーコック 

　［80世帯］ 

・コックタイン合作社 

　［1,130世帯］ 

 

・ミーチュン合作社 

・レロイ合作社 

タインロイ社 

［3,205世帯］ 

第１図　調査村の村落構成と各種組織 

資料：筆者自身の調査による 
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調査地では，祖国戦線（共産党支配の翼賛組織）の各組織が銀行貸付の仲介を行ってい

るが，その中で中心的な役割を果たしているのが農民会である。行政村レベルでは古くか

ら農民会自体は存在していたが，ソムレベルの支会を設立し一般農民を会員としたのは銀

行貸付が始まった 1996 年からである。農民会の会員資格は 18 歳以上で農業を営む者であ

り，現在行政村内の 27%の世帯が会員になっている。農民会の本来の任務は，技術普及，

農民間の交流（農業経営の経験を語り合う等），農政の宣伝などである。だが，調査村で

は合作社自身が技術普及の中心的な役割を担っており, その他農業生産に関しても農民会

は補助的な役目しか果たしていない。農民会の活動は，事実上，ソムレベルの支会による

銀行貸付仲介だけである。なお，ソムの会議の席上で農民会支会長や借入グループ長が銀

行からの情報を集落民に伝えたり，借入希望者が申請を行ったりもするので，銀行からの

借入に関するモニタリングも，事実上農民会という組織というよりもソム自体が行ってい

るといえる。

３．銀行からの借入の公式手続きと実態

共同債務グループについてのこれまでの先行研究では，紹介される手続きの概要が銀行

側の推進する公式の手続きか，実際に行われている手続きかが判然としなかった。そのた

め，銀行が導入しようと意図している制度が現場で正しく実行されているか，もし実行さ

れていないとしたら何が原因かを知ることができなかった。そこで本研究では，これまで

紹介されてこなかった銀行作成の公式マニュアル（ベトナム語）から，本来銀行側が意図

している共同債務グループの公式の手続きを紹介する。その上で，借入者の対面調査から

得られた実際の手続きを紹介して公式の手続きと比較する｡

調査村では，現在，貧民銀行および農業銀行による貸付が行われており，両銀行の借入

の際には借入者が共同債務グループを結成することになっている。（第２図参照）。第３図

は貧民銀行の実際の手続きを図示したものである。公式の手続きである第２図と比べてみ

ると, 貯蓄借入グループのところが各種組織のソムレベルの支会に置き換わっている。調

査村では，書類上は社（行政村）レベルの会長をグループの長にしていながら，実際には

ソムレベルの支会長が借入の仲介を行っている。各借入者側からの認識ではあくまでソム

の支会を通じて銀行貸付を受けたことになっており, 自分が共同債務グループのメンバー

であるとの認識は全くない。また，各組織は貸付の仲介はするが債務保証をするわけでは

ない。もし債務不履行が発生した場合に，誰が責任を取ってどのように処理するのかは何

も決まっていない。なお，銀行から貯蓄借入グループへ払われるはずの仲介手数料は，実

際には仲介する各支会へ支払われる。第４図は農業銀行の実際の手続きを図示したもので

ある。公式の手続きである第２図とくらベてみると, ほぼ規則通りに忠実に行われている

といえる。しかし, グループには会費は必要なく義務もないため, すぐに借り入れる予定が

なくても登録だけしている村民も多い。このことは，農業銀行としては，グループ長提出

の会員名簿によって将来借り入れる可能性のある人間を事前に把握することができる反
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第２図　銀行資料による借入手続き図解 

農業銀行の支店 
（貧民銀行貸付も農業銀行が代行） 

⑦借入者に直 
　接貸付金を 
　手渡す 

③候補者検査の後，承認して提出する 

④貸付対象者決定を通知する 

社（行政村）の人民委員会および貧困削減委員会 

貯 蓄 借 入 グ ル ー プ 

借 　 入 　 者  

⑫元金を直接 
　支店に出向 
　いて支払う 

⑩預かった貯金を各人の口座に預ける 
　（通帳はグループ長が管理） 

②申請者を検討した結果， 
　貸付候補者名簿を提出する 

⑤貸付対象者決定を通知する 

⑬完済後は 
　貯金の引 
　出しもで 
　きる 

⑪利息金を返済する 
　（直接または 
　グループ経由で） 

⑨定期的に貯金 
　を積み立てる 

⑧初回の貯金 

⑥貸付対象者決定を 
　通知する 

①借入の申 
　請をする 

：現金の流れ 
：現金を伴わない 
　借入の手順 

第３図　貧民銀行の借入手続き実態図解 

資料：筆者自身の調査による． 

農業銀行の支店（貧民銀行の業務は農業銀行が代行） 

借　　入　　者 

：現金の流れ 
：現金を伴わない 
　借入の手順 

⑦借入者が直接支店に 
出向いて元金を返済する 

①各社に分配する貸付金額を決定する 

社の婦女会・ 
退役軍人会 社の農民会 

ソム（集落）の祖国戦線の組織（支会） 

②社の農民会と婦女会・退役軍人会の協議で， 
　各ソムの各支会に分配する貸付金額を決定する 

⑥支会長が銀行に 
　利息金を渡す 

⑤支会長に３カ月ごとに 
　利息金を預ける 

③借入申請と貸付農家の選定 

④支店の行員が，社人民委員会会場 
　（村役場）で貸付金を農民に手渡す 
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面，責任の所在が不明になるという問題がある。実際にグループの連帯責任について認識

している者は誰もなく, 貯金も行われていない｡

４．結論

共同債務グループは実際には書類上存在するだけで，メンバーの誰も自分が連帯責任を

負っているとの認識がない。またいざ債務不履行になった場合の財政的な備えもなく，責

任の所在も不明である。紅河デルタの中でも特に強固な村落共同体が存続していると考え

られる地域ですら共同債務機能が無かったことから，おそらくベトナムの多くの地域で機

能していないのではないかと推測される｡

そのうえ調査村では, 銀行貸付の中心的な役割を果たすはずの農民会も，予算･人員の両

面において不充分で，集落レベルの支会が銀行からの貸付を仲介する以外は実質的な活動

はない。ほとんどの会員が銀行貸付を受けられることだけを理由に参加し，会費も払って

第４図　農業銀行の借入手続き実態図解 

資料：筆者自身の調査による． 

農　業　銀　行　の　支　店 

ソ ム の 借 入 グ ル ー プ 

借　　入　　者 

：現金の流れ 
：現金を伴わない 
　借入の手順 

社人民委員会 承認 

②貸付候補者リストを提出する 

⑤３カ月ごとの利息金および借入期 
　間の最後に払う元金は、借入者が 
　自ら支店に出向いて支払う 

③貸付対象者を最終決定す 
　る（ほとんどの場合、② 
　のリストをそのまま承認） 

①申請を受けてグループは誰 
　に貸し付けるかを決定する 

④借入者は銀行に出向いて 
　借入金を受け取る 
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いない。そもそも銀行貸付が始まった 1996 年以前には，一般農民が参加する集落レベル

の農民会は存在していなかった。農民会は農民の自治的な組織というよりも，銀行貸付を

利用して共産党の農村支配を補完する政治組織である。

にもかかわらず，調査村では現在まで借入金の返済延帯も債務不履行もまったくない。

このように良好なパフォーマンスを示している理由は, 実質的に集落が貸付仲介を行って

いるからである。集落は村落内のあらゆる社会組織の基本単位であって, 村民にとって最

も身近な共同体である。行政村もまた，各種政策（銀行貸付も含む）を集落に下請けさせ

ることによって，それらを最末端の農民にまで実効あるものにしている。以上のように，

集落は農民の日常生活に深く関わっており，集落長も各農民の日常生活を日々観察してい

る。よって，追加的な予算や人員が無くても銀行からの借入をモニタリングすることは容

易である。

だが，この「良好なパフォーマンス」には留意が必要である。銀行からの借入金の返済

のためにまた新たに銀行から借り入れる農家の事例が今回の調査で発見された。共同債務

が事実上機能しておらず，債務不履行の際の責任の所在も不明のままで，問題の先送りを

繰り返していては，雪達磨式に債務がふくれあがる借入者が今後増加する可能性もある。

グラミン銀行式に返済の周期を短くしたり，行員が頻繁に借入者に接することも対策とし

て考えられるが，これは銀行側の負担が問題となる。取引費用を増大させないで，いかに

して借入者への監視機能を強化するかが，ベトナム農村金融機関の今後の課題である｡

いくつかの問題が残っているとはいえ，少なくとも調査村では，これまで近代的な金融

制度に触れることのなかった農民が，集落の仲介によって銀行貸付を受けることができる

ようになってきていることは事実である。
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